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航
空
幕
僚
長
の
「
そ
ん
な
の
関
係
ね
え
」
発
言
と
官
房
長
官
の
「
戦
闘
地
域
で
民
間
航
空
機
が
飛
ぶ
は
ず
が
な

い
」
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

田
母
神
俊
雄
航
空
幕
僚
長
は
、
四
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た
定
例
記
者
会
見
に
お
い
て
、
航
空
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
で
の
空
輸
活

動
を
め
ぐ
り
、
活
動
の
一
部
が
憲
法
第
九
条
第
一
項
に
違
反
す
る
と
い
う
判
断
を
含
ん
だ
名
古
屋
高
等
裁
判
所
判
決
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
。
（
四
月
一
八
日
付
・
産
経
ニ
ュ
ー
ス
）

「
純
真
な
隊
員
に
は
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
が
心
境
を
代
弁
す
れ
ば
大
多
数
は
『
そ
ん
な
の

関
係
ね
え
』
と
い
う
状
況
だ
」
（
発
言
一
）

さ
ら
に
町
村
�
孝
官
房
長
官
は
会
見
で
、
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
。
（
四
月
一
八
日
付
・asahi.com

）

「
バ
グ
ダ
ッ
ド
飛
行
場
に
は
商
業
用
の
飛
行
機
が
多
数
出
入
り
し
て
い
る
。
本
当
に
戦
闘
地
域
で
、
俗
な
言
葉
で
言
う
と
、

危
険
な
飛
行
場
で
あ
れ
ば
、
民
間
機
が
飛
ぶ
は
ず
が
な
い
」
（
発
言
二
）

一
般
的
に
「
そ
ん
な
の
関
係
ね
え
」
と
い
う
「
心
境
」
は
、
当
該
判
決
に
一
定
の
正
当
性
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
自
ら
の

行
動
規
範
と
す
る
意
思
は
な
い
、
と
表
明
す
る
態
度
と
考
え
ら
れ
る
。
航
空
自
衛
隊
の
ト
ッ
プ
が
司
法
判
断
を
揶
揄
し
た
と
と

ら
れ
か
ね
な
い
発
言
を
し
た
こ
と
は
、
海
上
自
衛
隊
所
属
の
イ
ー
ジ
ス
艦
「
あ
た
ご
」
衝
突
事
件
や
情
報
漏
え
い
な
ど
が
続
く

一



自
衛
隊
の
シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
、
重
大
な
疑
い
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

《
発
言
一
》
に
つ
い
て

�

田
母
神
航
空
幕
僚
長
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
大
多
数
」
の
自
衛
隊
員
の
心
境
を
把
握
し
た
の
か
。
本
件
に
つ
い
て
調

査
を
行
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
「
大
多
数
」
の
自
衛
隊
員
か
ら
自
発
的
に
報
告
が
あ
が
っ
た
の
か
。
根
拠
を
示
さ
れ
た

い
。

�

「
大
多
数
」
の
自
衛
隊
員
は
、
当
該
判
決
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
か
。
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
い
つ
、
ど
の

よ
う
な
手
段
・
内
容
の
告
知
に
よ
る
も
の
か
。
ま
た
、
誰
の
判
断
で
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
告
知
を
行
っ
た
の
か
。

�

田
母
神
航
空
幕
僚
長
が
「
大
多
数
」
の
自
衛
隊
員
の
心
境
を
代
弁
す
る
に
足
る
根
拠
を
保
持
し
て
い
た
場
合
、
「
大
多

数
」
の
自
衛
隊
員
が
司
法
判
断
に
対
し
「
関
係
ね
え
」
と
い
う
心
情
を
抱
く
「
状
況
」
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
令
順

守
の
観
点
か
ら
適
切
な
隊
員
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
。
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
改
善
す
べ
き
と
考
え
る
か
。
福
田
総
理
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

�

田
母
神
航
空
幕
僚
長
が
「
大
多
数
」
の
自
衛
隊
員
の
心
境
を
代
弁
す
る
に
足
る
根
拠
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、

二



シ
ビ
リ
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
観
点
か
ら
適
切
な
幹
部
教
育
お
よ
び
人
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
。
不
適
切
で
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
改
善
す
べ
き
と
考
え
る
か
。
福
田
総
理
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
航
空
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
で
の
空
輸
活
動
を
め
ぐ
り
、
活
動
の
一
部
が
憲
法
第
九
条
第
一
項
に
違
反
す
る
」
と
い
う
判

決
に
つ
い
て
、
田
母
神
航
空
幕
僚
長
自
身
も
「
そ
ん
な
の
関
係
ね
え
」
と
考
え
る
か
。
幕
僚
長
の
判
断
を
示
さ
れ
た
い
。

二

《
発
言
二
》
に
つ
い
て

�

現
在
バ
グ
ダ
ッ
ド
空
港
を
離
発
着
す
る
民
間
航
空
機
は
、
ど
こ
の
会
社
の
、
ど
こ
を
結
ぶ
便
が
、
ど
の
よ
う
な
頻
度
で

あ
る
と
町
村
官
房
長
官
は
把
握
し
て
い
る
か
。

�

町
村
官
房
長
官
が
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
空
港
を
「
非
戦
闘
地
域
」
と
す
る
根
拠
は
、
民
間
航
空
機
が
離
発
着
し
て
い
る
か
ら

か
。
そ
の
他
バ
グ
ダ
ッ
ド
空
港
を
「
非
戦
闘
地
域
」
と
す
る
根
拠
が
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

�

民
間
航
空
機
が
離
発
着
を
中
止
し
た
場
合
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
空
港
は
「
非
戦
闘
地
域
」
で
は
な
く
な
る
の
か
。
町
村
官
房

長
官
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

こ
れ
ま
で
に
、
一
時
的
あ
る
い
は
永
続
的
に
バ
グ
ダ
ッ
ド
空
港
で
民
間
航
空
機
が
離
発
着
を
見
合
わ
せ
た
こ
と
は
あ
る

か
。
見
合
わ
せ
た
理
由
も
含
め
、
政
府
の
把
握
す
る
事
例
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。

三



�

こ
れ
ま
で
に
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
空
港
で
過
去
に
戦
闘
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
政
府
の
把
握
す
る
事
例
を
挙
げ
ら
れ

た
い
。

�

歴
史
的
に
見
て
、
「
戦
闘
地
域
」
で
民
間
航
空
機
が
離
発
着
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
政
府
の
把
握
す
る
事
例
を
挙
げ
、

本
件
と
の
相
違
点
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


